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市長定例会見
令和３年10月25日（月曜日）13時30分～

１ 子育て支援・女性活躍に向けた取組について
２ 性的マイノリティ の 方々 への取組について
３ 新型コロナウイルス感染状況等について
４ その他



三原市長定例記者会見
R3.10.25

子育て支援・女性活躍に向けた取組について

【第１弾】



１ 背景

○ 出生数が10年間で約３割減少。
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出典：人口動態統計

○ 女性の活躍推進が法制化，今後も拡大していく動き。

2015
(H27)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が成立

2019
(R1)

女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立

2020
(R2)

労働者数301人以上の事業主行動計画の策定・情報公表の義務化

2022
(R4)

上記の義務化が，労働者数101人以上～300人の事業主に拡大



２ 課題

○ 合計特殊出生率における本市の課題を分析

作成：公益財団法人 中国地域創造研究センター



 第１子の有配偶出生率が全国平均よりも低く，第２子・第３子への影響が懸念される。
 20歳代女性の有配偶率は高いが，30歳代女性で全国平均に近づいている。

作成：公益財団法人 中国地域創造研究センター



 近隣他都市との比較では，尾道市と形状が類似。

作成：公益財団法人 中国地域創造研究センター



＜合計特殊出生率における本市の課題（まとめ）＞

 第１子有配偶出生率の向上が必要。

 30代女性の有配偶率の向上が必要。

 25-29歳，30-34歳，35-39歳の第１子を持つことに対する支援が必要。このこと

は，第２子以降を持つことへの支援にもつながる。



３ 取組の方向性

結婚出会い

妊娠期

出産

産後子育て期

妊娠前
(仮称)育みサイクル

～第１子への支援を
第２子・第３子へ～

はぐく

○ 三原市内で家族を育む取組を進めます。

○ 結婚した夫婦の第１子誕生を祝う場所が三原になっていることをめざします。

※女性の平均初婚年齢：29.6歳
※第1子出生時の母年齢：30.7歳

29歳以降の女性

【第１子誕生までのライフイベント】

※庁内横断メンバーで対策を検討中。



４ 国での検討状況（経済産業省の事例）

○ 女性の健康課題に対する取組が進展。





５ 今後について

【第１弾】

子育て支援・女性活躍に向けたセミナーの開催

【第２弾以降】

令和４年度予算化へ

次の世代を育むサイクルを
まちの好循環へ―



News Release MIHARA City 

令和３年１０月２５日 

 

 

 三原市では，経済産業省の令和３年度「フェムテック等サポートサービス実証事業」に採択され

た事業者の一つである，株式会社ファミワン（代表取締役 石川 勇介 本社：東京都渋谷区渋谷

2-14-6 西田ビル 5F）と連携し，「子育て支援」及び「女性活躍」に向けたセミナーの開催などに取

り組みます。 

 

１ 目的 

本市では，20 歳代後半から 30 歳代にかけての第１子出生率が県平均よりも低くなっており，

この課題への対応が必要な状況となっている。 

また，月経や更年期，不妊や妊活など，性別固有のライフサイクルや各個人が抱く希望の実現

への障壁となっている事柄に対して，その当事者や取り巻く人たちが，正しい知識をもって，適

切に対応（サポート）していくことができる環境整備が必要な状況となっている。 

こうしたことへの対策として，今年度の経済産業省「フェムテック等サポートサービス実証事

業」に採択された事業者の一つである，株式会社ファミワンと連携し，「子育て支援」として『妊

活に取り組む人たち向けのセミナー』及び，「女性活躍支援」として『企業等の管理職向けのセミ

ナー』を開催する。 

 

２ 内容 

 〇妊活オンラインセミナー 『妊活を知る 他人事から自分事へ』 

  (1) 日 時  11 月 8 日（月）12 時～13 時（全国対象） 

12 月 11 日（土）13 時 30 分～14 時 30 分（三原市独自開催） 

  (2) 対 象  どなたでも参加できます 

  (3) 講 師  不妊症看護認定看護師 西岡 有可さん 

         VTR 出演 松本レディース リプロダクションオフィス院長 

    松本 玲央奈医師 

  (4) 参加費  無料 

 

 〇女性活躍オンラインセミナー 『管理職向け！組織のヘルスサポート基礎知識』 

  (1) 日 時  11 月 22 日（月）12 時～13 時（全国対象） 

12 月 13 日（月）18 時 30 分～19 時 30 分（三原市独自開催） 

  (2) 対 象  管理職向け 

  (3) 講 師  公認心理師/臨床心理士 戸田 さやかさん 

  (4) 参加費  無料 

 

 ※詳細はチラシをご参照ください。 

※上記いずれかのセミナーを受講した人は，㈱ファミワンが提供する LINE サポートサービスを無

料で利用することが可能（通常は 3,980 円/月）。※LINE サポートサービスの詳細は別添を参照。 

 

     
経済産業省 令和３年度「フェムテック等サポートサービス実証事業」 

「子育て支援」・「女性活躍」の取組を開始！  

講師：西岡さん 

講師：戸田さん 

講師：松本医師 

 

三原市民や 

市内で働く人 

限定の内容あり！ 



【問い合わせ先】経営企画課 課長     榎  修司 （えのき しゅうじ） 

総合企画係長 清水 逸司 （しみず いつし） 

電話 0848・67・6270(直通) FAX0848・64・7101 

 

３ フェムテックとは 

  フェムテック（FemTech）とは，女性（Female）とテクノロジー（Technology）をかけ合わせ

た造語で，女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決する商品（製品）やサービスのこと。 

 

４ フェムテック等サポートサービス実証事業費補助事業（経済産業省）について 

  経済産業省では，今年度，働く女性の妊娠・出産等のライフイベントに起因する望まない離職

等を防ぎ，個人のウェルビーイングと人材の多様性を高め，中長期的な企業価値の向上を図るこ

とを目的に，フェムテック企業や導入企業，医療機関，自治体などが連携して取り組む実証実験

に対して経費の一部を補助する事業を実施している。 

この補助事業に対して，全国から 81 件の応募があり，外部有識者による審査を経て 20 件が採

択された。今回，三原市が連携する株式会社ファミワンはこの採択事業者の一つ。 

※本補助事業は，令和３年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」について，経

済産業省から交付決定を受けた，PwC コンサルティング合同会社が実施するもの。 

 

 
   

代表取締役の石川勇介自身が妊活経験で感じた課題を解決するため，平成 27（2015）年６月に

創業した企業です。提供している妊活コンシェルジュ「ファミワン」(https://lp.famione.com/)

は，妊活に取り組むすべての人を支える LINE を活用したパーソナルサポートサービスです。 

不妊症看護認定看護師や臨床心理士，胚培養士など，多くの専門家によるアドバイスを受ける

ことができ，妊活を意識し始めたばかりのタイミングから，病院選びや治療中までのあらゆる過

程をサポートしています。 

平成 30（2018）年９月から，法人や自治体向けに提供を開始。小田急電鉄やミクシィグループ

での福利厚生導入，ソニー，全日本空輸株式会社（ＡＮＡ），伊藤忠労働組合などへのセミナー，

そして，神奈川県横須賀市や東京都杉並区，群馬県邑楽町への「妊活 LINE サポート事業」を提供

しています。 ※本サービスは医療行為ではないため，診断や処方は行いません。 
 

【株式会社ファミワン 石川代表のコメント】 

 少子化の要因のひとつである「妊活支援」は，当事者だけでなく，その前の

世代や支える世代の意識を変えていくことが重要です。今回の三原市との連携

により，ひとりでも多くの方が支え合う社会を作れればと願っています。 
 

＜会社情報＞ 

株式会社ファミワン 

             所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-14-6 西田ビル 5F  

             代表者 代表取締役 石川 勇介 

             設立日 平成 27（2015）年 6月 1日 

             ＵＲＬ https://famione.co.jp/ 

 

 

          【本件に関する市長コメント】 

            三原市では，性別に関わらず，市内で暮らすすべての人たちが安心して 

生活することができるまちづくりを進めていきます。課題に直面している 

人の声に寄り添いながら，解決方法を探っていきます。 

今回は，妊活と女性活躍について，知識が習得でき，LINE サポートとい

う技術も活用できる取組になっています。ぜひご参加ください。 

三原市長 岡田 吉弘 

株式会社ファミワンについて 
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性的マイノリティの方々への取組について

このシンボルマークは，多様性の表す
色彩と可能性が広がる象徴としての
羽を人の文字をモチーフにデザインし
ています。

１

①パートナーシップ宣誓制度の導入
②申請書等における性別記載欄等の見直し



●概要
（１）性的マイノリティの関係である二人が，お互いを人生の

パートナーとし，日常の生活において相互に協力し合う関係

（パートナーシップ）である宣誓書を提出し，市が受領証及び

受領カードを交付する制度になります。

（２）この受領証及び受領カードによって，三原市及び広島県の公的なサービス

の一部を受けることが可能となります。

（３）法的な婚姻の関係を認める制度ではないため，法的効力は発生しません。

2

①パートナーシップ宣誓制度の導入について

カード（イメージ）
名刺サイズ 受領証（イメージ）

A4サイズ



●目的
（１） 三原市人権教育・啓発推進計画に基づき，性的マイノリティの方々が安心し

て生活できる社会の実現と社会的理解の促進を図ります。

（２） すべての人がお互いの人権を尊重し，多様性を認め合いながら，一人の人間

としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指します。

（３） 宣誓する二人のパートナーとしての想いを尊重し，それを市が認めることによ

り，多様性を容認していく社会の醸成を深めます。

3

制度の目的



●性的マイノリティとは
性的マイノリティとは性的指向や性自認のあり方が少数派である者。

そのあり方として，「LGBTQ+」は，そのひとつとしてよく使われます。

Ｌ＝レズビアン，

Ｇ＝ゲイ，

Ｂ＝バイセクシャル，

Ｔ＝トランスジェンダー，

Ｑ＝クエスチョニング，クィアー

＋（プラス）＝さらに様々なセクシャルティがあるという意味。

・他にSOGI（ソジ（Sexual Orientation and Gender Identityの

頭文字の略））などで表すこともあります。
4

LGBTQ+
とは？

性的マイノリティとは



●次の項目の要件をすべて満たす人が該当します。
（１） いずれか一方若しくは双方が市内に住所を有しているもの，

または宣誓日から原則１４日以内に市内に転入を予定しているもの。

（２） 成年に達していること。

（３） 配偶者（事実上の婚姻関係を含む）がいないこと。

（４） 宣誓者以外の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

（５） 二人の関係が，民法に規定する婚姻をすることができないとされている者で

ないこと（養子縁組を除く）。

5

宣誓できる人



●手続きの流れ（担当課 人権推進課）

6

宣誓手続きの流れ



●次の市行政サービスを新たに受けることが可能となります。
（１）市営住宅の入居者要件で同居人として認められる

（２）被災（り災）証明書の申請・交付（火災に起因するものを除く）

（３）結婚記念樹の贈呈

（４）軽自動車税種別割減免申請

（５）ファーストマイホーム応援事業補助金

※広島県行政サービスの一部が利用可能になります。

（県営住宅の入居，県立病院の手術同意など）

※民間サービスにおいても，利用できるものがあります。

7

宣誓すると利用できるサービス



●制度開始日 令和４年１月１日

●制度の周知
１ 世界人権デー（12月10日）と

人権週間（12月4～10日）に合わせて行うもの。

（１）広報みはら，Facebook，Lineなど

（２）庁舎の一部ライトアップ（レインボーカラー）

（３）中央図書館での性の多様性に関する関連図書フェアの実施

（４）ＬＧＢＴＱ＋当事者による人権週間記念講演会の開催

１２月１１日（土）14時30分から リージョンプラザ文化ホール

一般社団法人ELLY代表理事 山口 颯一さん

8

制度開始日と周知について

山口 颯一さん

イメージ図



●制度の周知
２ その他取組

（１） ホームページでの周知

（２） パンフレットの作成

（３） 出前講座の新設

9

制度開始日と周知について

パンフレット
（イメージ）
A4 3つ折り



１ 基本的な考え方
次の場合を除き，申請書等の性別記載欄及び証明書等への性別表示

は設けないこととします。

（１） 法令で定められている様式，国・県等の指定様式を使用する場合

（２） 業務遂行上性別が重要な情報として必要な場合

（３） 性別を証明する必要がある場合

※ただし，性別記載欄を設ける場合であっても，男女のみの選択と

ならないよう配慮し，証明書等への性別表示を設ける場合は，可能

な限り表示位置を配慮します。

２ 見直し開始日
令和４年１月１日から（予定） 10

②申請書等における性別記載欄等の見直し



ア 指定様式のもの

法令で定められている様式，国・県の指定様式など

イ 統計に関するもの

施策等の策定にあたり，性別の差が重要な情報となる調査，アンケート等

ウ 保健福祉上必要なもの

健診，保健指導など

エ 性別による対応の違いや配慮が必要なもの

部屋割り，更衣室確保など。この場合においては，性別違和者への配慮が

別に必要なもの。

オ 本人確認に必要なもの

医療・災害現場において性別情報が本人確認上必要な場合など

11

性別記載欄が必要な申請書等



１ 法令で定められている様式，国・県等の指定様式の場合には，それによります。

２ 性別記載欄を設ける場合は，可能な限りその必要性について記載し，自認す

る性を記載してもらうこととします。

（記載例）

３ 市が交付する証明書等の性別表示欄については，性別表示欄が本当に必要

なもののみ，現行通り 「男」 又は 「女」 の表示をしますが，性別表示欄を裏面

に移動するなどの配慮を検討します。

（例１） 目立たない位置へ性別表示欄を移動する。

（例２） 証明書等が裏面へ続く場合，性別表示欄を裏面に移動する。

12

性別記載欄等の記載方法



三原市内の新型コロナウイルス感染状況①（月別）
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新型コロナワクチンの年代別接種状況

3

年代 人口
1回目 ２回目

接種者数 接種率 接種者数 接種率

12～19歳 6,462 4,538 70.2% 3,802 58.8%

20～29歳 7,612 4,962 65.2% 3,862 50.7%

30～39歳 8,722 5,741 65.8% 4,569 52.4%

40～49歳 11,905 8,826 74.1% 7,213 60.6%

50～59歳 11,021 8,950 81.2% 7,645 69.4%

60～64歳 5,900 4,991 84.6% 4,750 80.5%

65歳以上 32,312 30,095 93.1% 29,302 90.7%

対象人口全体 83,934 68,103 81.1% 61,143 72.8%

全人口 92,009 68,103 74.0% 61,143 66.5%

【接種者数 10/13時点 人口 R3.1/1】



新型コロナワクチン接種促進の取組①（広報）

新型コロナワクチン接種促進動画「今だから聞きたいみんなの声」

(1) 目的

ワクチン接種者や新型コロナウイルスの感染者の体験談を通して，接種の副反応や感染

の実情等を発信し，接種に対する不安解消や理解の促進につなげ，接種に向けた機運

醸成を図る。

（2）動画概要

① ワクチン接種者の体験談

② 感染者の体験談

③ 感染者（ブレークスルー）の体験談

（3）動画の閲覧方法

三原市公式YouTubeチャンネル

市ホームページ

※広島県の「広島HAPPY宣言キャンペーン」も並行して周知
4

【動画の場面】



新型コロナワクチン接種促進の取組②（集団接種）

夕方・夜間の時間帯の集団接種の実施及び予約不要枠の設定
（1）日時

（2）会場
ペアシティ三原西館１階（三原市城町一丁目２番１号）

（3）予約不要枠

１日あたり 最大40人（←当初 １日あたり ２０人）

5

日程
番号

接種１回目
接種２回目
（21日後）

接種時間
※受付は19時まで

申込者数

① 令和３年10月25日（月） 11月15日（月） 15時～20時 160

② 令和３年10月26日（火） 11月16日（火） 15時～20時 84

③ 令和３年10月27日（水） 11月17日（水） 15時～20時 116

④ 令和３年10月29日（金） 11月19日（金） 15時～20時 175
（10/27 12時締切）



新型コロナワクチン接種促進の取組③（きめ細かな対応）

１ 若年男性のモデルナによる心筋炎等の恐れへの対応
（1）対象者（県立広島大学連携集団接種 10/22・23 ２回目接種）

約180名（10代・20代男性）
（2）対応

メールおよび電話にてファイザーワクチン選択できる旨をお知らせし，
希望者は市実施集団接種を案内

２ ワクチン接種「２回目未接種者」への対応
（1）対象者

約380名
（１回目接種からおおむね１か月以上経過し，2回目接種をしていない者）

（2）対応
市SNS・市ホームページ等にて周知

6



新型コロナワクチンの年代別の接種状況

7

年代 人口
1回目 ２回目

接種者数
（申込者含む）

接種率 接種者数 接種率

12～19歳 6,462 4,674 72.3% 4,309 66.7%

20～29歳 7,612 5,363 70.5% 4,683 61.5%

30～39歳 8,722 6,186 70.9% 5,455 62.5%

40～49歳 11,905 9,337 78.4% 8,514 71.5%

50～59歳 11,021 9,452 85.8% 8,749 79.4%

60～64歳 5,900 5,149 87.3% 4,975 84.3%

65歳以上 32,312 30,204 93.5% 29,853 92.4%

対象人口全体 83,934 70,365 83.8% 66,538 79.3%

全人口 92,009 70,365 76.5% 66,538 72.3%

【接種者数 10/24時点 人口 R3.1/1】 ※夕方・夜間集団接種申込分含む



新型コロナワクチン接種促進の取組

１ 広報

新型コロナワクチン接種促進動画「今だから聞きたいみんなの声」

２ 集団接種

夕方･夜間の時間帯・予約不要枠の設定

３ きめ細かな対応

２回目未接種者・若年男性のモデルナ対応

→ より多くの接種希望者が2回の接種を完了できるよう取り組む
8
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【問い合わせ先】デジタル化戦略課 課長  中村 公彦（なかむら きみひこ） 
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〒723-8601 三原市港町三丁目 5番 1号 電話 0848・67・6017(直通) FAX0848・64・4985 

MIHARA City 

令和３年１０月２５日 

AIを活用した自治体相談業務支援サービス 

「AI相談パートナー」の実証実験を開始 

～ 広島県内初の取り組み ～ 

 

三原市は，AI の活用による，市民相談への対応の効率化や質的向上の効果を検証するため，自治

体相談業務支援サービス「AI相談パートナー」の実証実験を行います。 

「AI 相談パートナー」は，株式会社三菱総合研究所，株式会社アイネス，株式会社アイネス総合

研究所の３社が共同で企画・開発したサービスで，全国の自治体で実証実験や導入が行われていま

すが，広島県内では初の取り組みです。 

１ 実証実験の概要 

市民からの福祉関係等の相談において，相談者の同意を得て「AI 相談パートナー」のサービスを

利用し，相談内容の録音・自動テキスト化を行うとともに，AI による相談内容の分析に基づく職員

へのサポート機能を活用する。 

２ 実証実験の期間 

令和 3年 10月 25日（月曜日）～令和 4年 2月 28日（月曜日） 

（各担当職員の操作研修を経て利用を開始するため，実際の業務での利用は 10 月下旬から開始） 

３ 対象業務 

 来年 2月までに業務ごとに期間を区切り，計 4課 7業務で利用する（例:12月●週目は●●相談） 

10月下旬～11月（予定） 生活保護相談，女性相談（社会福祉課） 

 11月以降        発達相談，母子保健相談，児童虐待相談（保健福祉課） 

         介護保険認定調査（高齢者福祉課） 

  母子・父子自立相談（子育て支援課） 

４ AI相談パートナーの概要 

自治体における住民相談を対象に，音声認識やデータ分析技術等の AI活用により，相談員の業務

を支援するトータルサービス 

＜主な機能 ※詳細は次ページ参照＞ 

①会話の自動テキスト化機能       ③記録票作成サポート機能 

②相談時の職員支援ガイダンス表示機能  ④相談データ分析機能（追加予定 ※今回利用なし） 

５ 三原市として期待する効果・活用場面 

①会話の自動テキスト化機能 ⇒ 詳細な記録を残す，相談員の対話技術の確認・共有に活用する 

②相談時の職員支援ガイダンス表示機能 

⇒ 相談内容に応じた関連制度等の知識を補う（特定のｷｰﾜｰﾄﾞが出ると画面にｱﾗｰﾄを表示等） 

③記録票作成サポート機能  ⇒ 相談記録作成を省力化する，相談時の確認もれをなくす 

６ 協定書の締結 

今回の実証実験にあたり，三原市，株式会社アイネス（AI 相談パートナーの企画・開発元の今回

代表者），株式会社鳥取県情報センター（今回実証実験の現地サポート担当）の３者で令和 3年 10月

25日付で協定書を締結しました。 

協定書の期間（令和 3年 10月 25日～令和 4年 3月 31日（事後検証の期間を含む） 
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＜参考１＞ AI相談パートナーの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の実証実験では面談相談（対面），電話相談を想定 

出典:アイネスおよび三菱総合研究所

① 会話内容（音声情報）
をテキストにリアルタイム変換

② 住民に確認する内容
が表示されるので、必要に
応じて参照

③ 相談終了後に、
相談記録票の作成を
自動化

【面談相談】

対面での音声 電話での音声

【電話相談】

訪問時
の音声録音データ

【訪問相談等】

利用シーン

※テレビ会議ツールを用いた相談対応についても、検証中
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＜参考２ 利用方法のイメージ＞ 

 

パターン１ 職員・相談者の両方の声を録音する場合（マイク 2本） 

 

 

パターン２ 職員の声だけを録音する場合（マイク 1本） 

  

 

パターン３ ICレコーダーで録音する場合（マイクなし，ICレコーダーを使用） 

 

相談者 職員 

 

相談者 職員 相談者 職員 

相談者 職員 

ピンマイク 

マイク 

マイク 

ICレコーダー 


